
協働のまちづくり活動支援事業補助金交付要綱 

 

平成１８年５月１８日市長決裁 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、予算の範囲内において協働のまちづくり活動支援事業補助金（以下

「補助金」という。）を交付することにより、地域の公共的な課題に自ら取り組む市民

の活動を支援することを目的とする。 

 （補助金の交付対象等） 

第２条 補助金の交付対象となる事業（以下「事業」という。）の内容、補助対象経費等

は、別表に定めるところによる。 

２ 補助金の交付対象者は、活動の拠点が江別市内にあって、会則又は規則等に基づき運

営し、かつ、江別市民を対象に継続的事業を行う団体等とする。ただし、宗教活動又は

政治活動を専らに行う団体は除く。 

 （補助金の交付申請） 

第３条 補助金の交付を受けて事業を実施しようとする者（以下「申請者」という。）は、

補助金の交付を受けようとするとき、協働のまちづくり活動支援事業補助金交付申請書

（第１号様式）に事業計画書及び関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

 （補助金の交付決定及び通知） 

第４条 市長は、補助金の交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付す 

べきものと認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、協働のまちづくり活動支援

事業補助金交付決定通知書（第２号様式）により申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため 

 に必要があると認めるときは、交付決定に条件を付することができる。 

 （事業内容の変更及び承認） 

第５条 補助金交付の決定を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、補助金の交付

申請時の事業内容を変更しようとするときは、あらかじめ協働のまちづくり活動支援事

業内容変更承認申請書（第３号様式）を市長に提出し、その承認を受けなければならな

い。 

２ 市長は、前項の規定による申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めると

きは、協働のまちづくり活動支援事業補助金内容変更決定通知書（第４号様式）により

補助事業者に通知するものとする。 

 （補助金の交付） 

第６条 補助金は、第４条第１項の通知後又は前条の承認後に補助事業者からの請求によ

り交付する。 

 （調査及び報告） 

第７条 市長は、事業の適正かつ効果的な執行を期するため、必要に応じ随時に実施状況 

 を調査し、又は補助事業者から報告を求めることができる。 

 （交付決定の取消し） 

第８条 補助事業者又は事業の内容が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、 



 補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

 (1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。 

 (2) 補助金を他の用途に使用したとき。 

 (3) 事業の執行の方法が不適当と認められたとき。 

 (4) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

 (5) 前各号に規定するもののほか、この要綱に違反したとき。 

 （実績報告） 

第９条 補助事業者は、当該補助金に係る事業が完了したときは、速やかに協働のまちづ

くり活動支援事業実績報告書（第５号様式）に関係書類を添えて、市長に提出しなけれ

ばならない。 

（補助金の額の確定） 

第１０条 市長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、適当

と認めるときは、補助金の額を確定し、協働のまちづくり活動支援事業補助金額確定通

知書（第６号様式）により補助事業者に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第１１条 市長は、第８条の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した 

場合において、その取消し部分について既に交付した補助金があるときは、期限を定め 

て当該取消しに係る補助金の返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、前条の規定により補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える

補助金が交付されている時は、期限を定めてその差額の返還を命ずるものとする。 

（維持管理及び財産処分の制限） 

第１２条 この事業により設置された施設は、設置者が維持管理し、美化保全に努めると

ともに、市長の承認を受けないで財産の処分をしてはならない。 

 （委任） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、生活環境部長が定める。 

 

   附  則 

 この要綱は、平成１８年５月１８日から施行し、平成１８年４月１日から適用する。 

   附  則 

 この要綱は、平成１８年８月２４日から施行する。 

   附  則 

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

 附  則  

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

附  則  

 この要綱は、令和元年７月３日から施行する。 



   附  則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附  則  

 この要綱は、令和７年１１月２５日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第２条関係） 

 

 

補助対象事業名 事業内容 補助対象経費 補助率 限度額 

協働のまちづくり

活動支援事業 

 

地域の公共的な課題の解決

に向けた活動に取り組んで

いる市民活動団体が実施す

る次のいずれかの事業 

(1)活動の拡大又は新たに取

り組む事業 

(2)活動の広がりが期待でき

る周年記念イベント事業 

事業の実施に要する経費

（団体の維持管理に必要

な家賃、光熱水費などを

除く。） 

 

２/３以内 (1)１事業に

つき１５万円

以内 

(2)１事業に

つき３万円以

内 

市民活動促進事業 市民活動に関する相談、及

び市民活動団体の活動事例

や各種活動の情報提供を行

うことによって、市民活動

の広がりと協働のまちづく

りの推進に寄与するもの。 

 

事業の実施に要する経費

（ただし、団体の維持管

理に必要な家賃、光熱水

費などを除く。） 

 

１/２以内  


